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母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子保健法施行規則第七

条の厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件の告示について（周知依頼） 

 

 母子保健事業の推進については、かねてより特段の御配慮をいただいている

ところであり、深く感謝申し上げます。  

今般、母子保健法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第

172 号）の公布及び母子保健法施行規則第七条の厚生労働大臣が定める様式の一

部を改正する件の告示（令和４年厚生労働省告示第 372 号）について、別添のと

おり、厚生労働省子ども家庭局長から、各都道府県母子保健主管部（局）等宛に

通知しました。 

 貴職におかれましても、今回の母子健康手帳の省令記載事項様式等の改正につ

いて、貴会会員に御周知いただくとともに、今後とも、母子保健事業の円滑な実

施に御協力いただきますようお願いいたします。  
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